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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月29日に提出いたしました第７期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)の有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ３ 配当政策 

  ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第二部 提出会社の保証会社等の情報 

 第１ 保証会社情報 

  ３ 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 

  (5) 保証会社の状況 

  ③ 配当政策 

  ⑥ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  



第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

 ３ 【配当政策】 

 (訂正前) 

 当社は、グループ全体の経営基盤の強化、収益力の向上に努め、企業価値の増大を図ることによっ 

て株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えています。 

 配当につきましては、グループの業績状況や内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、可能な限 

り安定した配当を継続して実施することを基本方針としています。 

 第７期の配当につきましては、期末配当は１株あたり4,000円を実施いたします。これに、さきに実 

施いたしました中間配当4,000円と合わせまして、年間配当は１株当たり8,000円となります。 

 内部留保金につきましては、今後の事業展開ならびに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、 

将来における株主の利益確保のために備える所存です。 

 当社の剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

 また、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることがで 

きる。」旨を定款に定めております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

 (訂正後) 

 当社は、グループ全体の経営基盤の強化、収益力の向上に努め、企業価値の増大を図ることによっ 

て株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えています。 

 配当につきましては、グループの業績状況や内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、可能な限 

り安定した配当を継続して実施することを基本方針としています。当社の剰余金の配当は、中間配当 

及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。 

 第７期の配当につきましては、期末配当は１株あたり4,000円を実施いたします。これに、さきに実 

施いたしました中間配当4,000円と合わせまして、年間配当は１株当たり8,000円となります。 

 内部留保金につきましては、今後の事業展開ならびに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、 

将来における株主の利益確保のために備える所存です。 

 当社の剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

 また、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることがで 

きる。」旨を定款に定めております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成18年10月30日 
取締役会決議 

4,257 4,000 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 

4,257 4,000 

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成18年10月30日 
取締役会決議 

4,257 4,000 

平成19年６月28日 
定時株主総会決議 

4,257 4,000 



 ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 （訂正前） 

  （１）省略 

  （２）①ａ～ｅ省略 

      ｆ．取締役は社内取締役９名(全員)で、社外取締役はおりません。監査役は４名で構成 

されており、半数である２名が社外監査役であります。２名の社外監査役は、当社お 

よびグループ会社の出身者以外から選任されており、これにより、経営に対する社外 

からの視点による監視・監査機能が強化・確保されております。なお、当社の取締役 

は10名以内とする旨を定款で定めております。 

      ｇ省略 

     ②～⑧省略 

     ⑨～⑪記載なし 

  （３）～（５）省略 

  

 （訂正後） 

  （１）省略 

  （２）①ａ～ｅ省略 

      ｆ．取締役は社内取締役９名(全員)で、社外取締役はおりません。監査役は４名で構成 

されており、半数である２名が社外監査役であります。２名の社外監査役は、当社お 

よびグループ会社の出身者以外から選任されており、これにより、経営に対する社外 

からの視点による監視・監査機能が強化・確保されております。なお、当社の取締役 

は10名以内とする旨、また取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行 

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権 

の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款で定めております。 

      ｇ省略 

     ②～⑧省略 

     ⑨ 自己株式の取得 

       当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定によ 

り、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めており 

ます。 

  

⑩ 中間配当 

  当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎 

年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款で定めております。 

  

⑪ 株主総会の特別決議要件 

  当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議 

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その 

議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

  （３）～（５）省略 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

第１【保証会社情報】 

 ３ 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】 

 （５）保証会社の状況 

 ③ 配当政策 

 (訂正前) 

 当社は、経営基盤の強化、収益力の向上に努め、企業価値の増大を図ることによって株主のご期待 

に応えてまいりたいと考えています。 

 配当につきましては、業績状況や内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、可能な限り安定した 

配当を継続して実施することを基本方針としています。 

 第83期の配当につきましては、期末配当は１株あたり４円00銭を実施いたします。これに、さきに 

実施いたしました中間配当４円00銭と合わせまして、年間配当は１株当たり８円00銭となります。 

 内部留保金につきましては、今後の事業展開ならびに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、 

将来における株主の利益確保のために備える所存です。 

 当社の剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

 また、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることがで 

きる。」旨を定款に定めております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

 (訂正後) 

当社は、経営基盤の強化、収益力の向上に努め、企業価値の増大を図ることによって株主のご期待 

に応えてまいりたいと考えています。 

 配当につきましては、業績状況や内部留保の充実等を総合的に勘案した上で、可能な限り安定した 

配当を継続して実施することを基本方針としています。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配 

当の年２回を基本的な方針としております。 

 第83期の配当につきましては、期末配当は１株あたり４円00銭を実施いたします。これに、さきに 

実施いたしました中間配当４円00銭と合わせまして、年間配当は１株当たり８円00銭となります。 

 内部留保金につきましては、今後の事業展開ならびに経営基盤の強化、拡充に役立てることとし、 

将来における株主の利益確保のために備える所存です。 

 当社の剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

 また、当社は「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることがで 

きる。」旨を定款に定めております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

  

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成18年10月20日 
取締役会決議 

4,322 4 

平成19年６月22日 
定時株主総会決議 

4,322 4 

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成18年10月20日 
取締役会決議 

4,322 4 

平成19年６月22日 
定時株主総会決議 

4,322 4 



 ⑥ コーポレート・ガバナンスの状況 

 （訂正前） 

  （１）省略 

  （２）①ａ～ｃ省略 

      ｄ．取締役は社内取締役23名(19年３月末時点)で社外取締役はおりません。監査役は４ 

名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。２名の社外監査役は、当社 

およびグループ会社出身者以外から選任されており、これにより、経営に対する社外 

からの視点による監視・監査機能が強化・確保されております。 

     ②～⑦省略 

     ⑧～⑨記載なし 

  （３）～（５）省略 

  

 （訂正後） 

  （１）省略 

  （２）①ａ～ｃ省略 

      ｄ．取締役は社内取締役23名(19年３月末時点)で社外取締役はおりません。監査役は４ 

名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。２名の社外監査役は、当社 

およびグループ会社出身者以外から選任されており、これにより、経営に対する社外 

からの視点による監視・監査機能が強化・確保されております。なお、取締役は株主 

総会において選任する旨、取締役を選任する株主総会には、株主総会において議決権 

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席を要する旨 

、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う旨、累 

積投票によらない旨を定款で定めております。 

     ②～⑦省略 

⑧ 中間配当 

  当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎 

年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款で定めております。 

  

⑨ 株主総会の特別決議要件 

  当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議 

決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その 

議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。 

  （３）～（５）省略 
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